
居宅介護支援説明書 

  １  サービスの内容                                                            
  (1) 事業者（居宅介護支援事業者）は、利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサービスを適切に

利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を

定めた「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確

保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の供与を行います。 
  (2) 居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的提供されるよう努力いたします。 
  (3) 居宅介護支援にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサ

ービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行います。 
  (4) 居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資

するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。 
  (5) 事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者等との連絡を継続的に行う

ことにより、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課題を把握

し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 
  (6) 前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、利用者に対

して継続的に情報提供、説明等を行います。 
２ 担当の介護支援専門員等                                             
(1) 担当する居宅介護支援専門員及びサービス提供責任者は、次のとおりです。 

居宅介護支援専門員 氏名：                        

 連絡先（電話）：０８４８-２1-２２２４    

サービスについてご相談や不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。 
  (2) 担当する居宅介護支援専門員を事業者側の事情により変更する場合には、あらかじめ利用者と協議します。  
３  市町村への届出 
   この居宅介護支援のサービスを受ける際には、その旨を市町村に届け出て、被保険者証に記載する必要があ

ります。具体的な手続は上記の居宅介護支援専門員にご相談ください。 
４  サービス提供の記録等 
  (1) サービスを提供した際には、書面に必要事項を記入し、必要により利用者の確認を受けます。 
  (2) 事業者は、一定期間ごとに「居宅サービス計画」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状

況等に関する書面を作成して、利用者に説明します。 
  (3) 事業者は、記録を作成完了後２年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担に

よりその写しを交付します。 

５ 利用者負担金                                                                    

  (1) 当該居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者の自己負担はありません。 
  (2) 介護支援専門員が通常の事業実施地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その実費を徴

収する。但し、自動車を使用し、通常の事業の実施地域を超える場合は、超えた部分について露呈1キロメ

ートル当たり20円を実費として徴収する。 
６ キャンセル等                                                                 
 (1) 利用者がこの居宅介護支援に係る訪問調査、居宅サービス契約の作成等のサービス提供をキャンセルし、

又は中断する場合は、事前に次の連絡先までご連絡ください。  
      連絡先（電話）： ０８４８－２１－２２２４（居宅介護支援事業所 ひらはらの郷 ） 
  (2) 居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整等について利用者が行った依頼等を取り消す場合も、速や

かに上記の連絡先までご連絡ください。 
  (3) 利用者は、１週間以上の予告期間があれば、契約全体を解約することもできます（契約書６条）。 
  (4) サービス提供のキャンセル又は契約の解約の場合にも、キャンセル料等は必要ありません。     

                  年   月   日 

                 （事業者）  所在地   広島県尾道市平原１丁目１０番３０号    

 社会福祉法人 ひらはら会 

                            事業者名  居宅介護支援事業所 ひらはらの郷   

                                          代表者名  木曽 宗昭   印   



                     

重 要 事 項 説 明 書 
（居宅介護支援） 

 

１ 事業所の概要                                                   

 事 業 所 名 居宅介護支援事業所 ひらはらの郷 

 所 在 地 〒７２２－００１８ 広島県尾道市平原１丁目１０番３０号 

 事業者指定番号 ３４７１１０１４６３ 

管理者・連絡先 
藤原 真子 ℡ ０８４８‐２１‐２２２４ Fax ０８４８‐２４‐３２３５   

営業日以外又は、時間外については ℡ ０８４８-２１-２２２３                 

通常事業の実施地域 尾道市 （御調町、因島各町、瀬戸田町、浦崎町、百島町を除く） 

 

２  事業所の職員体制等                          

職  種 業務内容         人  員 

管理者 居宅介護支援事業所の統括    １名（他事業所の役職と兼務） 

介護支援専門員 居宅介護支援業務全般     ２名（常勤 １名 非常勤 １名） 

 

 ３ 営業日時                                                                                                                     

  

４  利用料及び利用者負担 

   居宅介護支援利用料は厚生労働大臣が定めた基準額に準じた額です。ただし、当該居宅介護支援が法定代

理受領サービスである時は、利用者の自己負担はありません。 

   （要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので利用者の負担はありません。） 

 

５ 秘密保持 

  事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の

生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏

らすことはありません。 

 

６ 相談窓口、苦情対応    

  利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供

された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつで

も苦情を申し立てることができます。                                                      

 

 

営業日 
月曜日から金曜日まで （ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12

月31日から1月3日までを除く） 

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 



○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所相談窓口 
電話番号 ０８４８‐２１‐２２２４ fax番号  ０８４８‐２４‐３２３５                                       

相談員（責任者）藤原 真子  対応時間 営業時間内                                   

  ○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

市町村介護保険相談窓口 

所在地  〒722-8501 尾道市久保１丁目１５番１号 

     尾道市福祉保健部高齢者福祉課 介護保険係    

電話番号 ０８４８－３８－９４４０ 

対応時間 ８:３０～１７:１５ 

広島県国民健康保険団体連合会

（国保連） 

所在地    〒730-8503 広島市中区東白島町１９番４９号                                        

電話番号  ０８２－５５４－０７８３                                       

利用時間 月曜日～金曜日 ８:３０～１７:１５                                      

７ 事故発生時の対応 

居宅介護支援の実施により事故が発生した場合には、マニュアルに添って速やかに必要な措置を講じ、利用

者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事

由による場合は、この限りではありません。 

 

８ 公正中立なケアマネジメントの確保 

  ① 利用者は、複数の居宅サービス事業者等の紹介を求めることができます。 

  ② 利用者は、居宅サービス計画に位置付けた事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

 

９ 医療と介護の連携の強化 

  利用者又はその家族は、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利者 

に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所にお伝えください。 

 

１０ 業務継続計画の策定 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援サービスの提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

① 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。  

② 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１１ 虐待防止について 

  事業所は、利用者の人権の擁護、身体拘束の適正化の推進、虐待の発生又はその再発を防止するため次の

措置を講じます。 

   ①  虐待防止・身体拘束防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。  

②  虐待防止・身体拘束防止のための指針を整備します。 

③  虐待を防止・身体拘束防止のための定期的な研修を実施します  

④  虐待・身体拘束及びハラスメントに関する相談窓口を設置します。 



当事業所相談窓口 
電話番号 ０８４８‐２１‐２２２４   fax番号  ０８４８‐２４‐３２３５                                       

担当者  谷本 まゆみ    責任者  藤原 真子                         

   

１２ サービスの第三者評価の実施状況について 

【実施の有無】  無 

 

１３ ケアプランにおける利用状況の説明 

当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとお

りである。 

 

 

 

居宅介護支援サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

                  事 業 者  社会福祉法人 ひらはら会 

                  事業所名  居宅介護支援事業所 ひらはらの郷 

                  代 表 者  管理者 藤 原 真 子 

                   説 明 者  介護支援専門員  

 

                       氏 名                 印  

 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援サービスの提供を受けることに 

同意いたします。 

                                     年   月   日 

                 

【 利 用 者 】         住 所                        

 

                                             氏 名                 印  

                            

【利用者のご家族等】     住 所                        

 

                                             氏 名                 印  

 

 

 

                     （2024-4 改定版） 


